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【Ⅰ 現状・課題】 

千葉県では、精神障害のある人の地域生活への移行を推進するため、千葉市を除く全障

害保健福祉圏域に圏域連携コーディネーターを配置し、病院・障害福祉サービス事業所・

行政等の連携を図り、地域移行支援に取り組んでいます。しかし、県内の精神科病院に入

院している人のうち、在院期間１年以上の長期入院患者は、減少しているものの、約７千人

います。また、平成２６年度「患者調査」によると、在院期間１年以上の長期入院患者のうち、

６５歳以上の割合は５１．８％となっており、入院患者の高齢化が進んでいます。このため、

長期入院患者を減少させる取組みと併せて、高齢の入院患者への対策が必要です。 

 

精神科病院等に入院中の人の中には、退院後の生活を不安に思っている人や、退院し

たいという意欲を持てない人がいます。病院と障害福祉サービス事業者等が連携して、退院

後の生活への不安を軽減するための取組みが必要です。このために、同じ障害のある人の

相談相手となったり、同じ仲間として社会参加や、問題の解決等を支援する活動を行ってい

るピアサポーターは必要な存在です。引き続きピアサポーターの養成、活動の場の拡大や

活動の仕組みの整備などの支援に取り組むことが必要です。 

また、精神科病院等に入院中の人の地域移行・地域定着の理解・促進を図るため、地域

移行・地域定着に積極的に取り組んでいる精神科病院を「地域移行・定着協力病院」として

認定し、公表しています。今後も引き続き協力病院をより増やす仕組みづくりが必要です。 

地域移行を進める上で重要となる家族については、本人に対する支援について、不安や、

さまざまな課題を抱えています。地域で支えていくために必要な情報の提供や、福祉サービ

精神障害のある人が、地域の一員として安心して自分らしい暮らしをすることが

できるようにするためには、医療機関による退院支援や地域の福祉関係機関による

地域生活支援の両面が必要であることから、保健、医療、福祉関係者による「精神

障害にも対応した地域包括ケアシステム」の構築を推進します。 

また、精神障害のある人の地域生活への移行や地域生活を継続するための支援を

積極的に取組んでいる精神科病院を「千葉県精神障害者地域移行・地域定着病院」

として認定し、精神科病院に長期入院している患者の退院を促進します。 

さらに、精神障害のある人が、自立した生活を維持し、社会参加を支援するための

ピアサポート体制を推進します。 

（１）精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築 

２ 精神障害のある人の地域生活の推進 

総合計画から 
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スの充実を図るとともに、家族が互いに理解できるような機会を設ける必要があります。 

 

地域生活への移行の推進にあたり、住まいの場を確保することが必要です。 

このため、できる限り身近な地域において日常生活及び社会生活を営めるよう、グループ

ホームの整備・運営や、利用者に対する支援のための各種事業を実施しています。 

今後より一層グループホームの供給を増やすためには、既存の戸建て住宅の空き家等を

グループホームとして活用することは有効だと考えますが、利用者の安全性の確保の観点

から、建築基準法等による規制があるため、活用がなかなか進まない状況にあります。今後

は、グループホームの整備や、障害があっても単身で生活をしたいという人のニーズに対応

するため、本体住居の食堂等を利用するなど密接な連携を前提とした、一人暮らしに近い

形態のサテライト型住居のさらなる周知を行い、供給を増やすことが必要です。  

公営住宅においては、精神障害のある人を含めた障害のある人の利用促進に向けて、障

害のある人の世帯に対し、一般世帯より当選確率が高くなるよう優遇措置を講じるとともに、

障害のある人の世帯が申込みできる戸数枠を設ける措置を講じています。 

民間賃貸住宅においては、障害のある人が円滑に入居できるよう、住まい探しの相談に

協力する不動産仲介業者や入居を受け入れる住宅を登録（千葉県あんしん賃貸支援事業）

し、県ホームページで情報提供しています。また、千葉県すまいづくり協議会居住支援部会

では、住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への円滑な入居の促進に関する協議などを行っ

ています。 

また、より住み慣れた地域社会の中で充実した生活が継続できるよう、障害のある人やそ

の家族に対して、市町村が行っている居宅介護等の福祉サービスの充実が必要です。 

さらに、地域生活を継続していくために欠かすことのできない医療の提供については、患

者負担の医療費の軽減について検討する必要があります。 

 

これらを踏まえ、差別や偏見のない、あらゆる人が共生できる社会の実現に向けて、医療、

福祉、介護、住まい、社会参加（就労）、地域の助け合い、教育が包括的に確保された地域

包括ケアシステムを構築する必要があります。 

 

【Ⅱ 取組みの方向性】 

① 精神科病院等に入院中の人に対して、医師、看護師、精神保健福祉士等の多職種と、

相談支援専門員や介護支援専門員等の地域の関係者が連携し、退院し地域生活を送

る当事者からの体験談を聞く機会や、入院中の人が地域の障害福祉サービス事業所

や介護保険サービス事業所等に出向き、活動や入居の体験や見学を行う等、退院意

欲を持ってもらえるような取組みを支援します。また、住み慣れた地域への退院支援や、

退院後の医療を継続できる体制づくりの促進に努めます。 
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② ピアサポーターの養成に努めるとともに、ピアサポーターが積極的に活動できるよう、そ

の役割や活動内容の周知に努めます。 

 

③ ピアサポーターの活動の場の拡大を目指し、養成したピアサポーターが就労へと繋がる

よう関係機関等に対するピアサポートの普及や環境づくりに努めます。 

 

④ 「地域移行・地域定着協力病院」を今後より増やせるような仕組みづくりについて検討し

ます。 

 

⑤ 家族への支援については、家族が抱える課題等を共有できる機会の場や、それぞれの

ニーズに合った支援体制づくりの促進に努めます。また、家族会等の関係者と連携し、

必要なサービスについて情報提供します。 

 

⑥ 病院資源のグループホームとしての活用については、今後の国の動向や県内の地域

移行の実情を踏まえて、本県の対応を検討します。 

 

⑦ グループホーム整備については、地域での必要性などを踏まえ、順次支援を行い、引

き続き、量的拡充を図ります。精神障害ある人のためのグループホームの整備など、社

会情勢に即応した整備に努めます。また、共同住居より単身での生活をしたいというニ

ーズがあり、それに応えるため、サテライト型住居の設置・活用が図られるよう、引き続き

周知に努めるとともに、病状の悪化時等に利用できるクライシスハウスの設置について

検討します。 

 

⑧ 公営住宅において障害のある人の利用促進に向けた、優先入居制度を継続していきま

す。 

 

⑨ 民間賃貸住宅への円滑な入居については、障害者等の住まい探しの相談に応じる不

動産仲介業者や、障害者等の入居を拒まない賃貸住宅を登録し、県ホームページ等で

情報提供を行います。また、引き続き、関係機関等と連携を図りながら、障害のある人の

民間賃貸住宅への円滑な入居の促進に関する協議等を行います。 

 

⑩ ホームヘルパー等に対する各種研修を継続することにより、支援の質の向上に取り組

むとともに、利用者のニーズに応えられる十分なサービス量の確保に努めます。 

 

⑪ 精神障害のある人を対象とする就労移行支援事業所の一層の拡充とともに、障害者就

業・生活支援センターをはじめとする支援機関による就職後の定着支援体制の充実を
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促進します。 

 

⑫ 地域生活の継続のため、多職種のアウトリーチや、訪問看護による支援体制の拡充に

努めます。 

 

⑬ 地域包括ケアシステムを構築するため、障害保健福祉圏域ごとに協議の場を設置し、

保健・医療・福祉関係者・訪問看護事業者・当事者・家族等との重層的な連携による支

援体制を構築します。また、全市町村に協議の場を設置するよう努めます。 

 

⑭ 障害保健福祉圏域ごとの協議の場において、地域の課題等を共有化するとともに、包

括ケアシステムの構築状況、評価を行い、地域に必要な基盤整備について検討しま

す。 

 
⑮ 入院患者の高齢化が進んでいるため、高齢の入院患者の地域移行について、障害保

健福祉圏域ごとの協議の場において対策を検討します。 

 

⑯ 精神障害者の地域移行及び地域包括ケアシステムの構築についての理解促進のため、

病院・障害福祉サービス事業所等の地域移行関係職員に対して、研修を実施します。 

 

⑰ 精神障害のある人の実情や地域移行について理解を広げるため、心のふれあいフェス

ティバルや心の健康フェア等、精神障害のある人と地域の人がふれ合う機会を提供し、

関係団体と連携した普及啓発に努めます。 

 

⑱ 子どもたちに対し、精神障害についての理解促進及び精神疾患の早期発見につなげ

るため、学校におけるメンタルヘルス教育の推進に向けて、教育機関への働きかけを行

います。 

 

⑲ 重度心身障害者（児）医療費助成制度については、精神障害者を含めた、全国統一の

公費負担医療制度を創設するよう、国に要望していきます。 

 

⑳ 措置入院者及び医療保護入院者の退院後の支援については、国の動向を踏まえ、本

県の必要な取り組みについて検討します。 
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【Ⅲ 数値目標】 

   

№ 項   目 
２８年度 

実績 
３０年度 ３１年度 ３２年度 

１ 

圏域毎の保健、医療、福

祉関係者による協議の場

の設置状況（箇所） 

１５ １５ １５ １５ 

 

２ 

市町村毎の保健、医療、

福祉関係者による協議の

場の設置状況（箇所） 

 

３３ ４０ ４７ ５３ 

 

３ 

精神病床における６５歳

以上の１年以上長期入院

患者数（人） 

３，２８２ 

（H27.3） 
３，１３２ ３，０８２ ３，０３５ 

 

４ 

精神病床における６５歳

未満の１年以上長期入院

患者数（人） 

３，０４６ 

（H27.3） 
２，７４６ ２，５９６ ２，４３０ 

 

５ 
精神病床における３カ月

時点の早期退院率（％） 

６９ 

（H26.6） 
７０ ７１ ７２ 

 

６ 
精神病床における６カ月

時点の早期退院率（％） 

８５ 

（H26.6） 
８６ ８７ ８８ 

 

７ 
精神病床における１年時

点の退院率（％）  

９０ 

（H26.6） 
９１ ９２ ９３ 

                        

８ 

地域の精神保健医療体

制の基盤整備量（利用者

数） 

   — ― ― １，１４９ 
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№ 項   目 
２８年度 

実績 
３０年度 ３１年度 ３２年度 

９ 
地域移行・定着協力病

院の指定数 

 

１１ １６ ２１ 

 

２６ 

 

   

１０ 
遠隔地退院支援者数の

実数 

       

―  
  

  

 

 

   本人が希望する地域への退院支援を行うため、遠隔地への退院支援者数を数値目

標とする必要がないと考える。 

    

１１ 

地域移行・地域生活支

援事業の実ピアサポー

ター活動箇所数（見込箇

所数） 

５ １０ １３ １５ 
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【Ⅰ 現状・課題】 

  在宅の精神障害のある人が増加する中、精神症状の急激な悪化等の緊急時における適

切な医療及び保護の機会を確保できるよう「千葉県精神科救急医療システム」における救急

医療相談窓口を２４時間対応しています。また、「千葉県保健医療計画」に基づく保健医療

圏単位で精神科救急基幹病院を中心に、より身近な地域で速やかに診療が受けられるよう

システムの拡充を図りました。しかし、現在も、夜間等における空床確保が難しい状況もあり

ます。 

  また、身体合併症の救急患者に対応できる病院は、県内４障害保健福祉圏域５病院の

みとなっており、身体合併症に対応できるよう医療体制を今後ますます拡充する必要があり

ます。 

 

【Ⅱ 取組みの方向性】 

① 関係機関との更なる連携や輪番体制への参画病院の拡大を図ることなどにより、空床

の確保を推進します。 

 

② 身体合併症を有する患者については、各圏域において、夜間休日を含め２４時間 

３６５日の救急対応が可能になるよう、精神科を有する総合病院の機能強化や、一般

の科との連携体制をとっていただくなど、対応可能となる病院を拡充できるよう働きか

けます。 

 

   

№ 項   目 
２８年度 

実績 
３０年度 ３１年度 ３２年度 

１ 
 

精神科救急基幹病院数 １１ 
 

  

 

２ 
精神科救急身体合併症に

対応できる施設数 
５ 

 
  

 

（２）精神科救急医療体制の充実 

 

検討中 

検討中 


